
令和３年度交通安全法令講習の中止のお知らせ

例年，各地区の改善センター等で開催しております交通安全法令講習会につき

ましては，新型コロナウイルス感染症拡大予防のため，中止となりました。今後

とも交通ルールやマナーを守り，安全運転にご協力ください。

また，鹿児島県では令和３年度を通して４つの交通安全県民運動を行っていま

す。交通事故防止のため，道路横断時や運転時に，普段から心がけましょう。

◎「プラス１運動」

① 横断時の確認をプラス１

（道路中央付近でもう一度左を確認）

② 夜光反射材をプラス１

③ 明るい服装をプラス１

◎全席ベルト着用！！「します・させます運動」

・ 車を運転するならシートベルトをします

・ 車に同乗するならシートベルトをします

・ 子ども（幼児）にはチャイルドシートをさせます

・ 後部座席を含む全席にシートベルトをさせます

◎飲酒運転「８（やっ）せん運動」

・ 酒を飲んだら運転しません。 ・ 運転するなら酒は飲みません。

・ 酒を飲んだ人には運転させません。・ 酒を飲んだ人には車は貸しません。

・ 運転する人には酒はすすめません。・ 酒を飲んだ人の車には同乗しません。

・ 使用者は，従業員に飲酒運転を命じたり，認めたりしません。

・ 酒を飲んだら自転車にも乗りません。

◎「３（サン）ライト運動」

・ 夕暮れ時の早めのライト点灯

・ 原則上向きライト点灯

・ トンネル内ライト点灯
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